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第２２期第１９回福島海区漁業調整委員会次第 

 

日 時  令和６年１０月８日（火） １３：３０～  

場 所  福島県自治会館 ５階 ５０６会議室 

           （福島市中町８－２） 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 出席状況報告 

 

４ 議事録署名人選出 

 

５ 議 題 

（１）議案 

議案第１号 刺し網漁業（かじき等流し網漁業）の許可に係る制限措置の内容、申請 

すべき期間及び許可の基準について（諮問・答申） 

議案第２号 ひらめ採捕制限に関する委員会指示について 

 

（２）報告事項 

ア まだら本州太平洋北部系群の漁獲可能量による管理を行う際の参考となる数量に

ついて 

イ 令和６年度全国海区漁業調整委員会連合会要望活動結果について 

ウ 全国海区漁業調整委員会連合会令和７年度要望内容について 

 

６ 閉会 
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第２２期第１９回福島海区漁業調整委員会 出席者名簿 
 

日 時  令和６年１０月８日（火）１３：３０～ 

場 所  福島県自治会館 ５階 ５０６会議室 

 

 

 

 

 

 

 
 

選任区分・役職 氏名 会場 所属及び職名 氏名 会場

漁業者（会長） 今野　智光 会場
水産課長（併）
海区事務局長

山廼邉　昭文 会場

学識経験（会長代理） 鈴木　哲二 会場 水産課主任主査 石田　敏則 会場

漁業者 今泉　浩一 会場 水産課主査 新関　晃司 会場

漁業者 狩野　一男 会場 水産事務所長 佐久間　徹 会場

漁業者 平　仁一 会場 水産事務所主査 實松　敦之 会場

漁業者 永瀬　哲浩 会場
水産海洋研究
センター所長

平田　豊彦 会場

漁業者 森田　政利 会場 水産資源研究所長 後藤　勝彌 会場

漁業者 山下　博行 会場
海区委員会事務局
次長（業務担当）

佐藤　太津真 会場

漁業者 吉田　康男 会場 　　　〃　副主査 酒井　理沙 会場

漁業者 渡邊　登 会場 　　　〃　主　事 渡部　もも 会場

学識経験 川邉　みどり WEB 　　　〃　主　事 金子　正子 会場

学識経験 久保木　幸子 会場

学識経験 渡邊　千夏子 WEB

中立 宮下　朋子 WEB

海区漁業調整委員会委員 知事部局・海区事務局職員等
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第２２期第１９回福島海区漁業調整委員会 席次 
 

日 時  令和６年１０月８日（火）１３：３０～ 

場 所  福島県自治会館 ５階 ５０６会議室 
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刺し網漁業（かじき等流し網漁業）の許可に係る制限措置

の内容、申請すべき期間及び許可の基準について（諮問・答申） 

議案第１号 
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ひらめ採捕制限に関する委員会指示について 
 

福島海区漁業調整委員会指示第 号 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第1項の規定により、ひらめの保護増殖を図る

ため、ひらめの採捕等について、次のとおり指示する。 

  令和６年 月  日 

                        福島海区漁業調整委員会                      

会長 今野 智光 

 

一 指示の内容 

 １ 福島県海面において、全長３０センチメートル未満のひらめは、採捕してはなら

ない。ただし、試験研究機関等が試験研究のため採捕する場合は、この限りでな

い。 

 ２ 漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、１の規定に違

反して採捕されたひらめ又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならな

い。 

二 指示の有効期間 

  この指示の有効期間は、令和７年１月１日から同年１２月３１日までとする。 

 

 

 

 

 

 

議案第２号 
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ひらめ採捕制限 委員会指示発動の背景と経緯 

 初発動年：平成５年 

 対象漁業：全漁業種、遊漁 

 対象海域：県内全域 

 

【指示発動までの経過】 

・昭和57年度からヒラメ人工種苗の放流試験を開始。 

昭和62年度以降は、10万尾以上の大規模放流試験を実施。 

・人工種苗放流による経済効果が明らかになると共に、より経済効果を高めるために
は、小型魚の保護が必要であることがわかった。 

・県は、この結果を漁業者関係者へ説明し、協議を重ねた結果、ヒラメ栽培漁業の事業
化と小型魚保護による資源管理の機運が高まり、平成４年に開催された「第42回福島県
漁業協同組合大会」において「ヒラメ栽培漁業事業化」が決議。 

・同年「福島県ヒラメ栽培漁業事業化推進委員会」を県漁連に設立するとともに、「ヒ
ラメ監視委員会」を設置し、栽培漁業と資源管理の実施体制が整備された。 

・平成４年12月25日に開催された第15期第１回海区委員会において、ヒラメの資源管理
を支援するため、全長30㎝規制の委員会指示を発動することが決議。 

   

【指示の概要】 

○ 全長３０ｃｍ未満ひらめの採捕禁止（試験研究のための採捕を除外） 

○ 上記に違反して採捕されたひらめ・その製品の所持、販売、加工禁止 

 

【ヒラメの栽培漁業と資源管理等の経過】 

平成５年：ひらめの全長30㎝規制による資源管理開始。 

栽培事業運営基金の造成、漁業者負担金の徴収を開始。 

平成８年：ヒラメ栽培漁業振興施設が稼働、100万尾の種苗生産開始、以降、毎年 

100万尾の人工種苗放流を継続。 

平成23年：東日本大震災によりヒラメ栽培漁業振興施設が全壊。 

平成24年 ：国及び県の支援を受けて、社団法人新潟県水産振興協会の施設を借り、ヒ
ラメの種苗生産を再開し、平成24年度～28年度まで全長6㎝の種苗10万尾を
相双海域に放流してきた。平成29年度からはいわき海域、平成30年度には双
葉海域での放流を再開し、全長6㎝の種苗5.5万尾を相双海域に、1.5万尾を
双葉海域に、3万尾をいわき海域に放流した。 

平成28年：ヒラメの出荷制限等指示の解除。試験操業の対象種に追加。 

     全長50㎝以上の大型魚に限定して水揚げ。 

平成30年：福島県水産資源研究所が開所。 

令和元年：人工種苗100万尾の放流を再開。 

令和３年：試験操業終了に伴い、全長50㎝の自主サイズ規制の見直し協議。 

（相双地区全長50㎝、いわき地区7/1より全長40㎝） 
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【福島県のヒラメ水揚げ状況】 

１ 平成５年の全長30㎝規制、平成８年の栽培漁業事業化により、平成７年以降は安

定した漁獲量となった。 

２ 原発事故後は出荷制限指示等が出され、漁獲ができない期間があったが、平成28

年に出荷制限指示が解除され、同年8月から試験操業の対象種となった。 

令和５年は漁獲量846トン、漁獲金額8.3億円、平均単価978円/kgであった。漁獲

量846トンは、統計のある昭和４４年以降、最高となった。 

　　図１　ヒラメ漁獲量の推移　

図２　ヒラメ漁獲金額の推移

　　図３　ヒラメ単価の推移
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令和５(2023)年度ヒラメ太平洋北部系群の資源評価 （水産研究・教育機構） 

図１ 県別ヒラメ漁獲量の推移 
2022年漁獲量：宮城県（733トン）、茨城県（217トン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 各県のヒラメ漁獲物全長組成 
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報告事項ア 
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令和６年度全国海区漁業調整委員会連合会要望活動結果について 
 

１ 開催日時：令和６年 7月１０日(水) 9:30～16:30 

２ 要 望 先：水産庁(管理調整課)、国土交通省(海事局)、海上保安庁(警備救難部)、

外務省(アジア大洋州局,欧州局)、衆参農林水産委員会委員長(衆議院 

野中 厚 委員長、参議院 滝波 宏文 委員長) 

３ 出 席 者：今野会長、副会長４名、理事７名、監事１名、事務局職員 19名 

４ 内  容：全漁調連から国への要望事項について、各省庁において手交するととも

に、内容について説明と意見交換を行った。 

 

 

今野会長より国の代表者へ要望書を手交（左：国交省海事局、右：海上保安庁） 

 

 

 

今野会長より水産庁管理調整課水川課長へ要望書の内容説明 

 

 

 

 
 

報告事項イ 



２２ 

 

全国海区漁業調整委員会連合会第 175 回理事会出席者名簿 
 

                       日時 令和６年７月１０日(水) 13:30～15:30 

                       場所 農林水産省８階水産庁中央会議室 

（１）水産庁 

所 属 役 職 氏 名 備 考 

管理調整課 課 長 水川 明大  

沿岸・遊漁室 室 長 城崎 和義  

管理調整課 課長補佐 木村 聡史  

資源管理推進室 課長補佐 番場 晃  

国際課 課長補佐 山田 源太  

沿岸・遊漁室 係 長 森島 崇矢  

 

（２）役員（１３名） 

役 職 氏 名 所属海区 備 考 

会 長 今野 智光 福 島  

副会長 鈴木  精 静 岡 会長職務代理 

副会長 小林 利幸 福 井  

副会長 北田 國一 広 島  

副会長 川嵜 和正 佐賀県連合  

理 事 堀内 精二 青森県西部  

理 事 網谷 繁彦 富 山  

理 事 板倉 高司 鳥 取  

理 事 今井 一郎 大 阪  

理 事 佐々木 護 愛 媛  

理 事 志岐 富美雄 長崎県連合  

理 事 吉田 輝豊 宮 崎  

監 事 有元 貴文 東 京  

 

（３）事務局（１９名） 

所属海区 役 職 氏 名 備 考 

福 島 事務局長 山廼邉 昭文 全漁調連事務局 

福 島 次長 佐藤 太津真 全漁調連事務局 

福 島 副主査 酒井 理沙 全漁調連事務局 

福 島 主事 金子 正子 全漁調連事務局 

静 岡 主幹 津久井 剛 副会長海区 

福 井 書記長 吉村 祐一 副会長海区 

広 島 次長 福地 博子 副会長海区 

佐賀県連合 事務局長 江口 泰蔵 副会長海区 

北海道連合 事務局長 池田 聖治 理事・監事海区 

〃 主任 濱谷 由紀  〃 

青森県西部 主幹専門員 田中 規雄 理事海区 

富 山 事務局長 前田 経雄 理事海区 

鳥 取 書記 有田 陽佑 理事海区 

大 阪 書記 池田 栄太朗 理事海区 

愛 媛 書記 逢坂 和則 理事海区 

長崎県連合 書記 原 洋一 理事海区 

宮 崎 書記 松田 航季 理事海区 

東 京 事務局長 米本 武史 監事海区 

山 口 書記 吉中 強 次期会長海区 
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要望項目
要望
内容

水
産
庁

外
務
省

海
上
保
安
庁

国
土
交
通
省

海
事
局

Ⅰ　海区漁業調整委員会制度について
　１　海区漁業調整委員会制度の堅持 ● △

　２　海区漁業調整委員会の財政基盤の確保 △ ●

　３　新たな漁業関係法令の改正について △ ●

　４　海区漁業調整委員の資質向上について △ ●

Ⅱ　沿岸漁場の秩序維持について
　１　違法操業の取締強化等

　　①取締り体制の連携強化 △ ● △

　　②漁業監督吏員の資質向上 △ ●

　　③密漁パトロール、密漁防止看板の設置等への支援 ○ ○

　２　「密漁もの」の流通防止

　　①「密漁もの」を排除する意識の指導・啓発活動の強化 △ ●

　　②違法漁獲物の流通に対する監視体制の強化 ● ●

　　③水産流通適正化法の制度の周知及び現場負担を軽減するための措置の実施 △ △

　　④シラスウナギ流通の透明化の推進 △ △

Ⅲ　太平洋クロマグロの資源管理について
　１　クロマグロ資源の適正利用

　　①資源管理評価結果に基づく漁獲枠の増枠の実現等 △ ○

　　②漁獲枠配分の公平な配分と留保枠の有効活用等 △ △

　　③沿岸くろまぐろ漁業等のあり方について △ ●

　２　定置網等における管理手法の確立および支援措置

　　①漁業種類ごとの特性に配慮した資源管理 △ △

　　②混獲回避及び適切な数量管理 △ △

　　③混獲回避、減収に対する支援制度 △ △

　　④漁獲状況を把握するシステム構築 ● 〇

　３　遊漁者等の操業自粛措置 △ △

Ⅳ　沿岸資源の適正な利用について
　１　沿岸漁業と沖合漁業の調整

　　①沿岸漁業と沖合漁業の共存共栄 △ ●

　　②沖合漁業に対する指導調整 ● ●

　　③カツオ・スルメイカにおける漁業調整 △ ●

　　④海洋環境の変化への対応 △ △

　　⑤沖合漁業の漁船の大型化への対応 △ △

　２　マサバ太平洋系群の適正利用

　　①大中型まき網漁業、ロシア漁船による漁獲の指導管理 △ △

　　②海洋環境変化を加味した目標管理基準値のの設定 ● △

　　③漁業者等の関係者に十分配慮した資源管理措置の実施 ● ●

　３　カツオ資源の適正利用 ● △

　４　公海におけるサンマ、マサバ等の水産資源の適正利用 ● △

　５　沖合漁業の操業秩序の確立

　　①ＶＭＳ情報の多様な活用 △ △

　　②ＶＭＳを有効に活用した取締強化 △ △

　　③ＡＩＳの利用普及 ● ● ●

　６　海上大規模開発事業の関係者説明 ○ ○

R5比較[○:新規、△:内容変更、●:継続]

令和６年度全漁調連要望書　　要望内容及び国回答
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要望項目
要望
内容

水
産
庁

外
務
省
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Ⅴ　漁業法改正後の制度運用について
　１　改正漁業法施行後の事務の円滑化について

　　①事務の円滑化 △ △

　　②申請、報告システムの構築 △ △

　２　新たな資源管理措置等

　　①自主的な資源管理の評価 △ ●

　　②TAC対象魚種追加の慎重な議論 △ ●

　　③漁業経営に配慮した漁獲管理 △ △

　　④地域産業の成長対策の具体化 ● △

　　⑤正確な漁獲量を把握する仕組み △ △

　　⑥定置網等の特性に応じた数量管理技術開発 ● ●

Ⅵ　外国漁船問題等について
　１　竹島の領有権確立と排他的経済水域の境界画定 △ △ ●

　２　漁業協定等の見直し・暫定水域等の操業秩序確立と資源管理

　　①日台漁業取決め適用水域の一部縮小と協議対象水域の拡張抑制 △ ● △

　　②日台漁業取決め適用水域での安全操業確保、台湾漁船のPI保険加入義務化 ● △ △

　　③韓国漁船の操業規制と日韓暫定水域の操業秩序確立 △ △ ●

　　④中国漁船の日中暫定水域やEEZ内の操業秩序確立とサンゴ網対策 △ △ △

　　⑤対ロシア漁業の操業機会の確保 △ △ △

　　⑥EEZ内におけるロシア大型トロール船による漁具被害の防止 △ △ △

　３　外国漁船の取締強化と漁業者の安全の確保

　　①領海及びEEZ内における外国漁船に対する徹底した取締りの実施 △ △ ●

　　②外国公船や外国漁船の位置動向の監視と漁船や関係機関に対する情報提供 △ ● ●

　　③外国漁船等の避泊による地元漁業や環境に対する影響の防止 △ △ ●

　　④北朝鮮のミサイル発射に係る安全確保 △ △ △

　４　投棄漁具等による被害の救済 △ ●

Ⅶ　海洋性レジャーとの調整等について
　１　遊漁と漁業の調整

　　①遊漁マナーや漁業の基本的考え方に係る積極的な広報等の実施 △ △

　　②スピアフィッシングに対する規制強化 △ ●

　　③遊漁者の資源利用の実態把握 △ △

　　④遊漁者に資源管理を行わせる体制整備 △ △

　２　プレジャーボート等の運航に係る安全性の確保と漁業被害の防止

　　①プレジャーボート利用者に対する損害賠償責任保険加入義務化 △ ● ●

　　②利用者の組織化によるマナーの徹底 ● ○ 〇

　３　ミニボートによる危険行為の防止

　　①安全航行のための制度改正と反射板等の装置の必置 △ △ ●

　　②安全講習の義務化と円滑な救難活動のための所有者把握 △ △ △

　　③ミニボートの保険加入義務化とゴムボートの保険対象化 △ △ △

R5比較[○:新規、△:内容変更、●:継続]

令和６年度全漁調連要望書　　要望内容及び国回答
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全国海区漁業調整委員会連合会令和７年度要望内容について 
 

 

１ 政府要望提案 

要望 

   遊漁者の組織化と遊漁における資源管理について（継続要望） 

 

要望に至った経緯 

本県の漁業者は、厳しい漁業規制や資源管理に基づき操業を行っており、さらに自

主的なサイズ規制や数量規制、人工礁等の保護区設定等を行い、資源の持続的利用

に取り組んでいる。 

 一方、遊漁船やプレジャーボート等の遊漁者については、自由に採捕しているの

が現状であり、漁業者が取り組んでいる資源管理等について協力要請するにも、ほ

とんどが組織化されておらず、周知する方法に苦慮している。 

また、近年は、SNSなどの情報が発達したこともあり、県域を越えての遊漁船や遊

漁者も多く、地元漁業者からの反発の声が高まっており、トラブルに発展すること

が危惧されている。 

本要望については、多くの都道府県が抱えている課題であり、また、解決には時間

を要することが想定されることから、継続要望としたい。 

 

 

 

要望内容 

遊漁船やプレジャーボート、遊漁者の組織化を国が中心となり進め、漁業者が取り

組んでいる資源管理等について、協議、周知できる体制を整えていただきたい。 

遊漁に関する全国的な資源管理のルール導入をお願いしたい（資源状況に応じた

持ち帰り可能なサイズ、数量等の制限）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告事項ウ 


